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Ⅵ．登録商標専用権の保護 

登録商標を使用する場合には、政府は商標の法律及びその他の関係法律で、商標専用権に

保護を与え、あらゆる商標権侵害行為を制止し、摘発し、商標権者が享有する権益を保護します。

つまり商標権に効果的な保護は、商標制度の中心になります。 

（１）   商標保護の対象 

商標局の許可を得て登録された商標を登録商標とし、商標登録者は、商標の専用権を享有し、

法による保護を受けます。登録商標の専用権は、登録許可された商標及び使用を定めた商品に

限られます（51 条）。非登録商標は法による保護外になります。    

（２）他人の登録商標専用権への侵害行為 

「商標法」第５２条は商標権侵害行為を次のように挙げています。 

① 商標登録権者の許諾なしに、同種の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又は類似

する商標を使用した場合 

：登録商標は、商標権者に専用されるので、他者は許可されない限り使用できない。如何なるも

のが同一種類の商品或いは類似商品に他人の登録商標と同一又は類似する商標を無断に使

用することは、すべて商標権への侵害行為になります。 

② 登録商標を盗用したことを知っていて、それを販売した場合 

③ 他人の登録商標の標識を偽造もしくは無許可で製造し、又は偽造若しくは無許可で製造し

た商標の標識を販売した場合 

＊ 偽造とは、商標権者に知らせずに、又は授権されずに他者の登録商標標識を製造すること  

＊  無許可製造とは、商標権者との間で商標使用許諾或いは委託製造の関係があるが、商

標権者に授権された範囲外に商標標識を製造すること 



④ 商標登録権者の許諾を得ないで、その登録商標を変更し、そしてその変更した商標を使用

する商品を市場に投入した場合 

⑤ 他人の登録商標の専用権にその他の損害を与えた場合 

前５項の行為以外に、商標専用権に損害をもたらした行為が全て商標権侵害行為と見なされ

ます。 

（３）商標専用権の保護体制 

中国では商標権の保護体制は、行政による保護と司法による保護という二本立ての保護体制

をとっています。これは中国商標法律制度の著しい特色になります。 

A. 行政による保護：  

  「商標法」第 53 条により、登録商標専用権の侵害行為がある場合、被害者は工商行政管理機

関に処理を請求することができます。工商行政管理機関が権利侵害行為と認めた場合、即時に

侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造、登録商標の偽造標識の製造

のために使用する道具を没収処分し、かつ科料を課することができます。当事者がその処理に不

服があるときは、処理通知を受取った日から15日以内に人民法院に訴訟を提起することができま

す。 

登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理機関は法に基づき取締をする権利を

有します。犯罪の疑いがある場合、即時に司法機関引き渡して法律に基づき処理します。 

工商行政管理機関が商標侵害事件を処理するという行政手段の特色は、行動が早く、手続が

簡単で、事件を片付けるまで時間が短いことを意味します。 

B. 司法による保護  

  「商標法」第53条によると、登録商標専用権を侵害された場合、被侵害者は、直接に人民法院

に訴訟を提起することができます。 

人民法院が「商標法」の規定と民事訴訟又は刑事訴訟の手続きによって商標権侵害事件と登

録商標を偽る事件を審理し、商標専用権を保護します。人民法院が商標侵害事件を処理する特

色は、手続が厳密で、民事賠償を重視します。 

当事者が自分の商標権を保護するため事件の実際情況に基づき、処理機関を選ぶ権利があ

ります。しかし、一つの事件に関して、当事者は人民法院にも起訴し、工商行政管理機関にも行

政処分を請求することはできません。 
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